
令和 8年 4月 30日 

自動販売機設置事業者公募の実施要領 

 

 松山市では、市有財産に自動販売機を設置する事業者の公募を行い、設置者を決定しま

す。参加を希望される方は、本実施要領のほか、入札説明書及び仕様書をよく読み、内容

を承諾した上で参加してください。 

 

１ 件名 

  松山市男女共同参画推進センターへの清涼飲料水等自動販売機設置 

 

２ 概要及び目的 

  市有財産を有効に活用し、市民サービスの向上と地域経済の活性化を図るとともに経 

費削減及び歳入を確保するために、自動販売機設置事業者の公募を行う。 

 

３ 事業内容 

  市有施設内に自動販売機を設置し、「11 自動販売機設置料」で定める、自動販売機設

置料等を市に納める。 

 

４ 履行期間 

  令和 8年 7月 1日（水）（予定）から令和 9年 3月 31日（水）まで 

  （自動販売機の必要性及び利用状況並びに設置事業者の管理運営状況を勘案して、支

障がないと市長が判断する場合は、最長で令和 13 年 3 月 31 日まで更新するものとす

る。） 

 

５ 履行場所 

  市長が指定する場所 

 

６ 契約方法 

  公募型プロポーザル方式を準用した随意契約 

 

７ 参加資格要件 

  次の要件をすべて満たす法人または個人に限り参加することができる。 

 (1) 地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第 167条の４の規定に該当しない者であ

ること。 

 (2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第２条第

２号から第４号まで又は第６号の規定に該当しない者であること。 



 (3) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成 11 年法律第 147 号)に

基づく処分の対象となっている団体及びその構成員でないこと。 

 (4) 法人にあっては愛媛県内に本店、支店又は営業所を有し、個人にあっては松山市内

で継続して 1年以上事業を営んでいること。 

 (5) 自動販売機の設置業務において自ら管理・運営する 3年以上の実績を有しているこ

と。 

 (6) 松山市税を滞納していないこと。 

 (7) 松山市と災害時における飲料水の提供に関する協定を結んでいること。又は協定を

結ぶことが可能であること。 

 

８ 実施要領等の配布 

 (1) 期間  令和 8年 4月 30日（木）から令和 8年 5月 20日（水）まで 

 (2) 場所  松山市二番町四丁目７番地２ 本館 6階  

松山市 人権・共生社会推進課 

 (3) 方法  配布場所で直接受け取る。もしくは、松山市ホームページからダウンロー

ドすること。 

       ホームページ https://www.city.matsuyama.ehime.jp/ 

       ※配布時間は午前９時から午後５時（土日・祝日を除く） 

 

９ 選考方法 

 (1) 事業者は、公募型プロポーザル方式を準用して選考する。 

 (2) 提案の内容の評価は、「売上手数料」の入札により行う。 

 (3) 入札により提案された「売上手数料」の数値が、最も高い者を優先交渉権者とし、

随意契約の交渉を行う。ただし、その者と合意に至らない場合は、次に評価点の高い

者から順に交渉を行う。 

 (4) 参加者が１者の場合は、その者を優先交渉権者とするが、提案は行うこととする。 

 (5) 今回の提案の評価は、「売上手数料」の数値の入札によって行うため、選考委員会

は設置しない。 

 

10 実施要領等に関する質問・回答・公表 

 (1) 質問受付 令和 8年 4月 30日（木）から令和 8年 5月 13日（水）まで 

 (2) 受付方法 

   別紙様式に基づき質問書に質問事項を記載し、電子メールで提出するものとし、電

話・来庁・FAXにおける口頭での質問は受け付けないものとする。 

   また、質問書を電子メールで送付した後に、松山市人権・共生社会推進課まで、送

付した旨の電話連絡を行うこと。 

https://www.city.matsuyama.ehime.jp/


   なお、質問は、実施要領、入札説明書、仕様書の内容並びに申請書の記入方法等に

関するものに限り受け付けるものとする。 

 (3) 回答及び公表 

   質問者に電子メールで回答するとともに、市ホームページで公表する。 

   ホームページ https://www.city.matsuyama.ehime.jp/ 

 

11 自動販売機設置料 

 (1) 自動販売機設置者が自動販売機設置に伴い松山市に納入する「自動販売機設置料」

は、次の各号に定めるものとする。 

  ①「使用料」 

自動販売機の設置に伴う松山市行政財産の目的外使用許可に係る料金で行政財産

の使用料徴収条例の規定に基づき算出したもの。 

（参考金額） ※12か月の場合 

屋内…年額 14,000円程度／１台  屋外…年額 7,000円程度／１台 

  ②「売上手数料」 

市有財産内において、一定期間、自動販売機を用い営業を行うための権利を得る

ために、当該自販機の総売上に一定の率《落札した率》を乗じた金額を市に支払う。 

 (2) 自動販売機設置料のうち、「使用料」は契約後一括前納するものとする。ただし、

市長が特に認めた場合はこの限りではない。「売上手数料」は、毎月の総売上に基づ

いた金額を翌月に納付するものとする。 

 

12 入札に付する事項 

 (1) 市有財産に自動販売機を設置するための「売上手数料」 

 (2) 貸付場所、設置台数及び売上手数料の最低水準 

財産名称 所在地 入札

番号 

設置箇所 種類 台

数 

貸付面積 売上手数料

の最低水準 

松山市男

女共同参

画推進セ

ンター 

松山市

三番町

六丁目

４番地

２０ 

①  １階エレベ

ーター前 

災 害 対

応型 

１

台 

1,300mm ×

900mm＝1.17 ㎡

程度 

15％ 

２階交流コ

ーナー 

災 害 対

応型 

１

台 

1,300mm ×

900mm＝1.17 ㎡

程度 

15％ 

②  施設南側駐

輪 場 付 近

（屋外） 

災 害 対

応 型 か

つ 軽 食

（ 菓 子

１

台 

1,300mm ×

900mm＝1.17 ㎡

程度 

15％ 

https://www.city.matsuyama.ehime.jp/


類等）併

売型 

 (3) 要領 

① 入札は、(2)の入札番号毎に、それぞれの「売上手数料」について行う。「売上手

数料」については、割合（％）を入札する。 

② 入札参加者は、入札参加資格要件を満たす場合は、複数入札することができる。 

 

13 入札参加申請 

  公募に参加を希望する者は、入札参加申請書等を提出し、参加資格を有することを証

明しなければならない。 

 (1) 提出期限 

   令和 8年 5月 20日（水）午後５時まで 

 (2) 提出場所 

   松山市二番町四丁目７番地２ 松山市役所 本館６階 

   人権・共生社会推進課 男女共同参画担当（電話０８９－９４８－６４４９） 

 (3) 提出書類（提出部数各１部） 

※②、③、⑤、⑥は発行後３か月以内の原本とする。 

※⑤について、発行できない場合は別途協議を行う。 

 提出書類 法人 個人 

①  入札参加申請書 ○ ○ 

②  身分証明書（市町発行のもの）  ○ 

③  商業登記簿謄本（履歴事項全部証明書） ○  

④  確定申告書（写）  ○ 

⑤  松山市税の完納証明書 ○ ○ 

⑥  印鑑証明書 ○ ○ 

⑦  設置する自動販売機のカタログ ○ ○ 

 (4) 提出方法 

   提出期間内に提出に必要な書類を提出場所に郵送又は直接持参するものとする。 

   （※電話、FAX、インターネットによる受付は行わない。） 

 

14 入札参加資格の確認等 

  上記13(3)の提出書類により入札参加資格の有無を確認し、令和8年5月29日（金）まで

に、申請者あてに結果を通知する。なお、当該結果の通知後であっても、不正等が判明

した場合には入札参加資格を取り消す。 

 

15 入札及び開札の日時並びに場所 



入札名 日時 場所 

松山市男女共同参画推進センターへの

清涼飲料水等自動販売機設置①（１階

エレベーター前及び２階交流コーナ

ー） 

令和8年6月5日

（金）10：00 

松山市三番町4丁目9番地5 

松山センタービル1号館 4階

第2会議室 

松山市男女共同参画推進センターへの

清涼飲料水等自動販売機設置②（施設

南側駐輪場付近） 
 

令和8年6月5日

（金）10：30 

松山市三番町4丁目9番地5 

松山センタービル1号館 4階

第2会議室 

 

16 スケジュール 

 (1) 実施要領等の公表・申請受付開始  令和8年4月30日（木） 

 (2) 実施要領等に関する質問の受付 令和8年4月30日（木）～令和8年5月13日（水） 

 (3) 入札参加申請書等の提出締切 令和8年5月20日（水） 

 (4) 入札及び開札   令和8年6月5日（金） 

 (5) 契約の締結      令和8年6月下旬（予定） 

 

17 設置者費用負担 

 (1) 自動販売機設置料（使用料及び売上手数料） 

 (2) 電気料 

 (3) 付属設備その他自動販売機の設置に関する全ての費用 

 

18 契約等 

  落札者決定後、落札した者と自動販売機設置契約書を締結する。 

 

19 その他 

  令和 8 年 4 月 30 日現在、2 階交流コーナーには 2 台設置しているが、令和 8 年 7 月 1

日以降は 1台となる。また、施設南側駐輪場付近（屋外）は新設となる。 

参考として、令和 7 年度の売上数は、1 階エレベーター前（1 台）が約 7,100 本、2 階

交流コーナー（2台）が合計約 2,900本である。 

 

20 問合せ先 

  〒７９０－８５７１ 松山市二番町四丁目７番地２ 

  松山市人権・共生社会推進課 男女共同参画担当 

  電話：０８９－９４８－６４４９  FAX：０８９－９３４－１７４２ 

  E-mail：danjokyoudou@city.matsuyama.ehime.jp 


